
大阪歯科大学転学部の取扱いに関する規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、大阪歯科大学学則第30条の２の規定に基づき、大阪歯科大学（以下「本学」 

 という。）における転学部の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（資格） 

第２条 転学部は、本学に在学する学生で、在籍学部及び転学を志望する学部（以下「受入れ学部」 

という。）の教授会（歯学部であれば主任教授会、医療保健学部及び看護学部であれば教授会を以 

下「教授会等」という。）が学生の適性上転学させることにより、その能力を向上させ得ると認め 

るときに転学部を許可することがある。 

 

（転学部の時期） 

第３条 転学部の時期は、学年始めとする。 

 

（手続） 

第４条 転学部を志望する者は、原則として前条に定める転学部の時期の２か月前までに、転学部 

願（別記様式）を在籍学部の学部長に提出しなければならない。 

２ 転学部願を受けた在籍学部の学部長は、教授会等の決議を経て、必要な書類を受入学部の学部 

長あてに送付するものとする。 

 

（受入学部の審査） 

第５条 受入学部は、在籍学部から送付された転学部願及び在籍学部での履修科目と取得単位によ 

り審査し、受入の可否及び受入学年を、下表を基準に決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

※在籍学部での学年は、転学部願提出時の学年とする。 

２ 前項の審査は、受入学部の欠員の状況及び教育上の支障の有無を勘案の上、書類選考及び面接 

をもって行うものとし、必要に応じて学力試験（小論文を含む。）その他、受入学部において適切 

と認める方法を加えることができる。 

３ 受入学部の学部長は、審査の結果を学長及び在籍学部の学部長に報告するものとする。 

 

在籍学部での学年 受入学部の受入学年 

歯学部 第１～３学年 医療保健学部 第１学年 

歯学部 第４～６学年 医療保健学部 第２学年 

歯学部 第１～６学年 看護学部 第１学年 

医療保健学部 第１～４学年 歯学部 第１学年 

医療保健学部 第１～４学年 看護学部 第１学年 

看護学部 第１～４学年 歯学部 第１学年 

看護学部 第１～４学年 医療保健学部 第１学年 



（転学部の許可） 

第６条 転学部の許可は、両学部教授会等の決議を経て学長が行う。 

 

（転学部後の修業年限及び在学期間） 

第７条 修業年限及び在学期間は、学則第４条及び第５条に則る。 

２ 在籍学部での在学期間は、受入学部での在学期間に算入しない。 

３ 受入学部での修業年限は、受入学年より前までの学年を在学して修業したものとみなして算出 

する。 

 

（本人への通知） 

第８条 転学部の可否については、決定次第、速やかに出願者に通知するものとする。 

 

（再転学部） 

第９条 学長は、転学部を許可された者の再転学部を、教授会等の決議を経て許可することがある。 

２ 入学時の学部に再転学部する場合は、第５条の審査等を勘案して受入学年を決定する。 

 

（学納金） 

第１０条 学納金（入学金除く）は、受入学部の受入年次の在学生と同額とする。 

２ 転学部に係る費用として転学料（600,000円）を転学部した年度の前期に納入しなければなら 

ない。 

 

（事務の所管） 

第１１条 転学部にかかる事務は、歯学部は教務学生課、医療保健学部は医療保健学部事務室、看 

護学部は看護学部事務室とする。 

 

（雑則） 

第１２条 この規程に定めるもののほか、転学部に関し必要な事項は、各学部の教授会等の議を経 

て、学長が定める。 

 

附 則 

 

（施行期日） 

１ この規程は、2020年２月27日から施行する。 

（規程の改正) 

２ この規程は、2021年９月１日に改正した。 

３ この規程は、2024年４月１日に改正した。 

４ この規程は、2025年１月１日に改正した。 



別記様式（第４条関係） 

 

転 学 部 願 
   西暦      年   月   日 

 

 学 長 殿 

 

入学年度：                 

学部・学科：                     

学籍番号・現学年：       ・    

氏名：                 ㊞ 

父母等：                  ㊞ 

 

 

私は、下記の理由により          学部         学科への転学を希望しますので、 

ご許可くださるようお願いいたします。 

 

記 

【転学部理由】 

                                            

                                           

                                           

                                           

                                                     

                                           

                                           

                                           

                                            

                                           

※理由欄が不足する場合は、別に提出すること。 

 

 


